
１ 入札物件の内容、伐採・搬出期限 物件番号： 7-17

9.21 ha

ス ギ ヒノキ 計

47年生 47年生 －

8,824 2,519 11,343

8,285.93 983.38 9,269.31

２ 現地説明会の日時及び集合場所

南部5321 佐伯市本匠大字小半字山神平他
日  時： 令和7年11月6日（木）13:30までに集合（雨天決行）

集合場所： 佐伯市本匠振興局駐車場（別紙位置図のとおり）

※集合場所から現地まで移動時間を要するため定刻になり次第出発いたします。
※同封の資料(立木明細等）は現地説明時に各自持参願います。

３ 入札・開札会の日時及び場所

日  時： 令和7年11月26日（水） 10:30～

集合場所： 大分市大手町3丁目1番1号  大分県庁舎 本館9階 91会議室

※控室は大分県庁舎 本館8階 旧部長室となります。
※入札保証金、印鑑等を忘れずに持参願います。
※また、代理人が出席する場合は、委任状及び受任者の印鑑を持参願います。

（主伐）物件番号  7-17

特記事項

・主伐時における伐採・搬出指針（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官
 通知、令和5年3月31日付け4林整整第924号一部改正）に基づき実施すること
・搬出後の再造林や隣接地・道路・その他に支障のないよう、造材端材や枝条の整理
 を適切に実施すること（集積箇所の分散、等高線方向の棚積み・谷部での集積を避
 ける等、下流への流出防止に努めること）
・現場内の作業道の開設は必要最小限に留め、水処理を適切に行うこと。
・物件搬出に伴う、県営林地内・外の土場・道路･搬出路の使用及び使用後の原形復
 旧等については買受業者が責任をもって実施すること。
・道路を占用して作業を行う場合は、事前に道路管理者に協議し、その指示に従い
 実施すること。
・搬出時の過積載については十分に注意すること。
・搬出が完了した後は速やかに県に報告し、跡地検査を受けること。

 ※物件の詳細は、別添の立木明細書のとおり。

面 積

樹 種

林 齢

本数（本）

全体材積（㎥）

（ スギ 6.48ha ヒノキ 2.73ha ）

搬出期間 売払代金納入後、引渡日から36ヶ月

法令による制限 -

物件番号 県営林処分（主伐） 物件番号：7-17

所在地 佐伯市本匠大字小半字山神平他

林 班 南部5321

※切捨て木を含む

※材積は立木材積を記載





別紙　県営林産物（立木）処分現地説明会集合場所位置図

集合場所： 佐伯市本匠振興局駐車場
集合日時： 令和7年11月6日（木）13:30までに集合（雨天決行）

※定刻になり次第出発します

集合場所 佐伯市役所

本匠振興局駐車場

※移転後の本匠振興局(佐伯市

本匠大字笠掛)になります。

移転前の場所(大字波寄)で

はありませんので、ご注意く

ださい。










